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千葉市消防団応援事業所制度実施要綱

（趣旨）

第1条この要綱は、市内の店舗､事務所及び営業所(以下｢事業所」という｡）

が、千葉市消防団応援事業所（以下「応援事業所」 という｡） として千葉市消

防団（以下「消防団」 という｡）を応援することにより、千葉市消防団員（以

下「団員」 という｡）の確保と地域防災力の充実強化を目的とした千葉市消防

団応援事業所制度の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。

（応援事業所）

第2条応援事業所は、次に掲げる要件に適合する事業所であって、第4条の

規定により登録された事業所をいう。

（1）団員に各種サービスや割引等（以下「サービス等」 という｡）の提供を行

うなど、様々な支援で消防団を応援すること。

（2）宗教活動及び政治活動に関係していないこと｡、

（3）構成員が、千葉市暴力団排除条例第9条に規定する暴力団員等又は暴力

団関係者に該当していないこと・

（申請）

第3条応援事業所の登録を希望する事業者（法人でない団体で代表者又は管

理人等の定めがあるものを含む。以下同じ｡）は、千葉市消防団応援事業所登

録申請書（様式第1号）により消防長に申請するものとする。

’ （登録）

第4条消防長は、前条の規定による申請があった場合は、応援事業所として

事業所を登録するものとする。ただし、消防長は、事業者又は事業所に重大

な消防法令違反がある等、応援事業所として事業所を登録することが適当で

ないと認める場合は、その理由を事業者及び事業所に対して説明し、応援事

業所の登録はしないものとする。

（登録証及び表示証） ‘

第5条消防長は、応援事業所の登録を行った場合は、千葉市消防団応援事業

所登録証（様式第2号） （以下「登録証」 という｡）及び交付千葉市消防団応

援事業所表示証（様式第3号） （以下「表示証」 という｡）を事業所に交付す

るものとする。

2応援事業所は、次に掲げる場所等に表示証を掲示することができる。

（1）事業所内の団員の目につきやすい場所

（2）事業所のパンフレット§チラシ、ポスター、看板、インターネット等に

より行う映像その他の広告

（サービス等の提供）
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第6条応援事業所は、団員に対してサービス等を提供する際には、千葉市消

防団の組織等に関する規則（昭和51年3月31日規則第18号）第11条

第2項に定める消防団員証の提示を受けるものとする。

（応援事業所の公表）

第7条消防長は、インターネット等を利用し、応援事業所の名称等を公表す

るものとする。

（登録の変更、廃止）

第8条応援事業所は、その登録を変更又は廃止しようとする場合は、千葉市

消防団応援事業所登録変更・廃止申請書（様式第4号）により、消防長に申

請するものとする。

2消防長は、前項の規定により変更の申請があった場合は登録を変更し、既

に交付した登録証の記載内容に変更が生じる場合は、変更後の登録証を事業

所に交付するとともに、変更前の登録証を返還させるものとする。

3消防長は、第1項の規定により廃止の申請があった場合は登録を廃止し、

登録証及び表示証を返還させるものとする。

（登録の取消し）

第9条消防長は、偽りその他不正な手段により応援事業所に登録された又は

第2条各号に掲げる要件に適合しない等、応援事業所としての登録が適当で

ないと認める事業所に対して、その登録の取消しを千葉市消防団応援事業所

登録取消通知書（様式第5号）により通知し、速やかに登録証及び表示証を

f

返還させるものとする。

(その他）

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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様式第1号（第2条関係）

年 月 日

千葉市消防団応援事業所登録申請書

(あて先）千葉市消防長

当事業所は、千葉市消防団応援事業所制度実施要‘綱第2条の要件(裏

面※参照）を満たしているため、千葉市消防団応援事業所への登録を申

請します。

、

1 上記内容については、代表者役職・氏名及び担当者職・氏名などを除くも’

のを千葉市消防局ホームページ等に掲載させていただきます。

2 申し込みは、 Eメール、 FAXでも可能です。確認した後、 こちらから担当者

宛てに連絡します。

※記載された事項は、本事業の目的以外には使用しません。

【宛先】千葉市消防局総務部総務課消防団係

住 所：千葉市中央区長洲1丁目2番1号

電 話： 043－202－1635 、

FAX: 043-202-1637.

手

somu・FPG@city・chiba. 19.jpE-mail

フ 、 リ ガ ナ

事業所名称

所‘ 在 地

代表者役職・氏名

担当者職・氏名

電話番号

FAX番号 ､

メールアドレス

営業時 間 時 分～ 時 分（24時間表示）

定 休 日

サービス等の内容

ノ f

←

対 象

事業所のPR

備 考



サービス内容等の記載例

料金割引や特典などのサービス

上記例を参考にご検討いただき、条件等がある場合は、記入をお願

いいたします。

※要件

1 千葉市消防団員に各種サービスや割引等の提供を行うなど、様々

な支援で消防団を応援すること。

2 宗教活動及び政治活動に関係していないこと。

3 構成員が､暴力団員等又は暴力団関係者に該当していないこと。

・暴力団

その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等

‘を行うことを助長するおそれがある団体

・暴力団員等

暴力団の構成員又は構成員でなくなった日から5年を経過し

ない者

・暴力団関係者

暴力団員等と密接な関係を有する者

1

サービス等内容 対象 備考
h

購入金額の○％割引 消防団員のみ
一部商品は除く

現金支払いのみ

お食事料金の○○円

割引
消防団員を含む○名まで ランチは対象外

ドリンク1杯無料サー
ビス

消防団員を含む団体全員
1人2,000円以上の

飲食に限る Q

Ⅱ

ポイント○倍 消防団員のみ
1,000円以上購入に

限る

粗品進呈 消防団員のみ
他のサービス券等

の併用不可 、

全品○○円割引
'

消防団員のみ
割引対象商品を除

く ｡

入場料金○○円割引 消防団員を含む○名まで‘ 平日のみ
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様式第2号（第5条関係）

第 号

千葉市消防団応援事業所登録証

ｆ

様

貴事業所を、千葉市消防団応援事業所として登録します。

記

1 名称

2所在地

ﾉ

、

寺

I

年 月 日

千葉市消防長

、

Ｉ
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様式第3号（第5条関係） r
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様式第4号（第8条関係）

年 月 日

千葉市消防団応援事業所登録変更・廃~止申請書

(あて先）千葉市消防長

所在地

事業所名

代表者氏名
電話番号

メールアドレス

次のとおり千葉市消防団応援事業所登録の変更・廃止を申請します。

※以下の欄は、変更する内容のみ記入してください。

※廃止する場合には記入は不要です。なお、登録証及び表示証を返却して

いただきますので、 申請書に添付してください。

届出は、 "Eメール、 FAXでも可能です。確認した後、事務局から担当者宛てに連絡

します。

※記載された事項は、本事業の目的以外には使用しません。

【宛先】千葉市消防局総務部総務課消防団係

住 所：千葉市中央区長洲1丁目2番1号
電 話： 043－202－1635

FAX: 043-202-1637

somu.FPG@city.chiba， 1g. jFE-mail
一

ブ リ ガ ナ

事業所名称

所 在
【

地
4

、

代表者役職・氏名

担当者職・氏名

電話番号

FA
ｲ

X番号

メールアドレス

営業時 間 時 分～ 時 分（24時間表示）

定 休 日

サービス等の内容

対 象
〃

事業所のPR

備 考
｡
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様式第5号（第9条関係）

千消総第

年 月

ロ
言
・
ｐ
Ｈ

I

様

千葉市消防長

千葉市消防団応援事業所登録取消通知書

下記の事由により、千葉市消防団応援事業所の登録を取消しますので、速や

かに千葉市消防団応援事業所登録証及び千葉市消防団応援事業所表示証を返還

して下さい。

D
C

、

I

〆

事業所名称

‘所在地

登録 日
j、

登録番号

登録取消事由


